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支払う前に相談やでぇ
悪質
商法に
ご用心

   草津市消費生活センター

TEL 561-2353
相談受付 9：00～16：30（平日のみ）

K u s a t s u c i t yK u s a t s u c i t y

©おおのこうすけ／
　新潮社

消費者教育・啓発
マスコットキャラクター

クゥとかいな

P2～3 今からできる風水害への備え

P4 創業するなら草津で!! あなたの開業・独立を支援します!
くさつビズサポ

P5 マンション管理を支援します!

P6 立命館大学びわこ・くさつキャンパスは開設30周年を迎えます！

ひと まち とき をつなぐ・ ・

きずな

草津市は令和６年（2024年）
市制施行           を迎えます。70周年

け ん こ う
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草津市民憲章　私たち草津市民は 一．古い歴史にとけあった新しい文化をつくり、住みよいまちをきずくためにあたたかい心を持ちあって、ともにあす 
への歩みを進めましょう。一．豊かな生産に努めましょう。一．高い教養を伸ばしましょう。一．明るい環境を整えましょう。一．良い風習を育てましょう。




